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１ 基本事項 

 

⑴ 業務委託名 

   羽島市南部学校給食センター給食調理・配送等業務委託（学給委第 19号） 

 

 ⑵ 業務委託内容 

  ① 業務委託内容は、次のとおりとする。 

   ア 食材検収時の受取り、品温測定、格納業務 

   イ 調理業務 

   ウ 原材料及び調理後の食品の保存食採取、記録・保管業務 

   エ 配缶及び配送用コンテナへの積込み業務 

   オ 配送・回収業務 

   カ 食器・食缶、調理器具、配送用コンテナ等の洗浄、消毒及び保管並びに点検業務 

   キ 残菜等の計量・記録及び廃棄物の分別・集積業務 

   ク 施設・設備、機器等の清掃・消毒及び日常点検業務 

   ケ 使用物品管理業務 

   コ 衛生管理業務 

   サ ボイラー運転及び貯湯槽（第一種圧力容器）管理業務 

   シ その他 

  ② 本業務委託に含まれない業務は、次のとおりとする。 

   ア 献立作成業務 

   イ 食材調達業務 

   ウ 給食費徴収業務 

   エ 廃棄物回収業務 

   オ 施設・設備等保守点検維持管理業務（日常点検、軽微な修繕等の業務を除く） 

 

 ⑶ 業務委託の場所、名称及び施設概要 

  ① 業務委託の場所等 

施 設 の 名 称 羽島市南部学校給食センター(以下「給食センター」という。) 

所 在 地 羽島市下中町石田 1138番地 1 

施 

設 

概 

要 

敷地面積 3,281.46㎡ 

建物面積 1階 986.62㎡ 2階 219.18㎡ 

構    造 鉄骨造 2階建て 

付属施設 
車庫 58.9㎡、ごみ処理室 34.56㎡、プロパン庫 16.97㎡、

排水処理施設 99.76㎡、自転車置場 10.86㎡ 

運営方式 ドライ運用 

調理能力 5,000食／日（最大） 

建 築 年 月 昭和 61年 2月 

調 理 品 目 

1献立制（概ね副食 2～3品目／日調理） 

 ※ 場合により、主菜 ABの 2献立となる 

※ 月 2回程度、主食を給食センターにて調理する 
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調理稼働日数 概ね 202日／年 

使 用 食 器 PEN樹脂製 

コンテナ台数 17台（小学校 7台・中学校 8台・義務教育学校 2台） 

施 設 平 面 図 添付資料 1のとおり 

  

  ② 給食受配校 

学校名 所在地 

中央小学校 羽島市江吉良町 1270番地 

中島小学校 羽島市上中町沖 2100番地 

竹鼻中学校 羽島市竹鼻町 3176番地 

中央中学校 羽島市竹鼻町飯柄 505番地 

中島中学校 羽島市上中町沖 1593番地 

桑 原 学 園 羽島市桑原町八神 3315番地 1 

   ※ 給食受配校位置図は、添付資料 2のとおり。 

 

 ⑷ 設備・備品等 

  ① 施設の設備、備品、機器・器具等については、羽島市（以下「市」という。）が設置・管

理し、受託者に無償で貸与する。無償で貸与する機器等は厨房機器一覧表（添付資料 3）の

とおりとする。 

なお、添付資料 3に記載のない機器等については、市と受託者が協議の上、貸与の可否、

費用について決定する。 

  ② 受託者は、貸与を受けた施設の設備、備品、機器・器具等を学校給食調理以外に使用して

はならない。ただし、大規模災害の発生を含め、緊急対応が必要となる場合等、市の指示が

ある場合はこの限りではない。 

  ③ 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、貸与された施設の設備、備品、機器・器

具等を管理、使用するとともに、日常的な点検、検査、部品交換、グリスアップ作業等を行

うこと。 

また、受託者の過失又は故意による破損・故障等については、受託者の責任において現状

に戻すこと。 

    なお、受託者が調理等に必要な備品、機器・器具等を調達し、使用するときは、安全確認

のため、市の承認を得ること。 

  ④ 光熱水費、施設管理に係る経費については、原則、市の負担とし、業務従事者の福利厚生

関係の備品、消耗品等は、受託者が負担するものとする。 

  ⑤ 受託者は、電気、ガス、水道等の使用量の節減に努めるものとする。 

なお、過去の実績と比較し、著しく使用量の増加が認められた場合、市は受託者に原因調

査及び措置・改善について書面での報告を求めることができる。 

  ⑥ 給食センターを退出するときは、窓、扉等の施錠、消灯、ガス栓の閉止、調理場内の空調

設備その他の各種設備・機器類の停止、火気その他異常の有無等を確認し、退出すること。 

    また、貸与した鍵等は責任をもって管理し、紛失又は破損した場合は、速やかに市に報告

して、受託者の負担にて対応すること。 
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 ⑸ 業務委託期間 

   令和 9年 4月 1日から令和 14年 3月 31日まで（5年間） 

   ただし、契約締結日から令和 9年 3月 31日までは準備期間とし、市と協議の上、受託者の

負担において、本業務委託開始までに万全な態勢を整えるものとする。 

 

 ⑹ 業務時間 

  ① 共通 

    原則、給食実施日の午前 8時 00分から午後 5時 00分までの間を基本時間とする。 

   なお、朝の食材納入時の検収業務については、必要に応じて業務時間を変更して確実な検

収が行えるよう対応すること。ただし、時間内に業務の遂行が不可能となり、そのことによ

り給食提供に支障が起こることが予想され、やむを得ず基本時間外の業務が必要となる場合

には、市との事前協議により、その他の時間の業務も可能とする。 

   また、施設・設備、機器等の修繕、保守点検等により、清掃、洗浄及び消毒が必要な場合

は、必要に応じて業務時間を変更して対応すること。この場合、給食実施日以外の対応もあ

り得る。 

  ② 配送・回収業務 

    原則、給食実施日の午前 9時 30分から午後 3時 30分までの間を基本時間とする。ただ

し、業務時間の延長もあり得る。 

 

 ⑺ 配送・回収時間への対応 

   業務を実施するに当たっては、配送業務計画（添付資料 4）を参考とし、対応すること。配

送・回収計画については、学校行事等により変更を行うこともある。この場合、基本的には当

該月の前月末までに受託者に変更を通知する。ただし、学級閉鎖・臨時休業、気象警報による

やむを得ない事情等により、当日に配送・回収計画の変更を指示する場合もある。 

 

 ⑻ 給食受配校及び児童生徒等数（令和 8年度推計） 

給食受配校 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 令和 13年度 

中央小学校 776 735 707 678 663 

中島小学校 173 167 162 150 138 

竹鼻中学校 616 625 628 619 584 

中央中学校 419 425 414 414 391 

中島中学校 189 178 176 171 165 

桑原学園 
前期課程 68 66 61 53 52 

後期課程 75 69 66 52 50 

合計 2,316 2,265 2,214 2,137 2,043 

※ 児童生徒等数は、児童生徒数に教職員数を加算している。 

※ 給食受配校以外に給食センター分（市職員、栄養教諭、受託者の業務従事者等）の給

食が必要となる。 

 

 ⑼ 基本給食実施日数及び学校の休業日 

① 基本給食実施日数（年） 

202日 
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② 学校の休業日（令和 8年 4月 1日現在） 

   ア 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

   イ 土曜日及び日曜日 

   ウ 学年始休業日 4月 1日から 4月 6日まで 

   エ 夏季休業日  7月 21日から 8月 27日まで 

   オ 秋季休業日  10月第 2月曜日の 2日前の日から 10月第 2月曜日の 2日後の日まで 

   カ 冬季休業日  12月 27日から翌年 1月 6日まで 

   キ 学年末休業日 3月 27日から 3月 31日まで 

    ※ 給食実施日数は、学校行事、臨時休業、気象警報によるやむを得ない事情等により、

増減する場合がある。 

※ 給食センターの長期間にわたる施設・設備修繕により、給食実施日数が減る場合があ

る。その場合、市と受託者が必要人件費等について協議し、委託料の額を変更すること

ができる。 

 

 ⑽ 食材の提供 

  ① 給食に使用する食材は、市が提供するものとし、市から提供されたもの以外は使用しては

ならない。 

  ② 受託者は、市から提供された食材について、検収業務に協力の上、自己の責任において保

管するものとする。 

 

 ⑾ 関係法令等の遵守 

   学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令、その他関連法規及び関連要綱等を遵守

すること。 

 

 ⑿ 配送車両 

  ① 配送車両は、令和 9年度は給食センターの次の表の車両を使用し、令和 10年度から受託

者において 2t車 3台を用意すること。 

なお、受託者にて用意する配送車両については、次のとおりとする。 

   ア 自動車排出ガス規制適合車とし、環境に配慮した車両とすること。 

   イ 車体には当給食センター名を記入すること。 

   ウ 給食センターの車庫に格納できること。 

エ 荷台は、風雨・塵・埃が完全に防げること。 

オ 荷台内部は、簡単に洗浄でき、衛生状態が保てるものとすること。 

カ 右左折・後退時に警報音を発する装置、バックモニターを設置する等、安全に配慮した

ものとすること。 

   キ ドライブレコーダーを装備すること。 

   〈現在使用中の配送車両〉 

車両の形式 車両番号 初年度登録年月 長さ×幅×高さ（mm） 車両総重量 備考 

貨物バン 岐阜 100 ち 2918 令和 2年 11月 4,990×1,890×2,760 5,065kg ＡＴ車 

貨物バン 岐阜 100 た 8710 平成 30年 10月 4,960×1,890×2,760 5,045kg ＡＴ車 

貨物バン 岐阜 100 せ 7916 平成 19年 8月 4,980×1,880×2,790 5,135kg ＭＴ車 

    ※ 最大積載量はすべて 2,000kg 
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  ② 装備のボックスは、コンテナ（間口 1,380mm、奥行 820mm、高さ 1,530mm程度）を最大 4

台搭載できるものとし、学校給食の安全性、衛生面に十分配慮した内装とすること。 

③ ボックス内部には、コンテナが固定できる設備を施すこと。 

④ ボックス床面の高さは 800mm程度とし、給食センターのプラットホームと同じ高さとする

こと。 

⑤ 令和 9年度の燃料、車両維持費、清掃用具等の配送車の運行に必要な経費は、市の負担と

し、令和 10年度以降の経費は、受託者の負担とする。 

  なお、事故等に備え、無制限補償（対人・対物）の自動車任意保険に加入し、その費用に

ついては、受託者の負担（令和 9年度を含む。）とする。 

 

 ⒀ 安全衛生管理の徹底 

  ① 安全衛生管理を目的とした研修・衛生管理指導等を実施すること。 

  ② 受託者は、委託業務の履行に当たり、次の事項のほか自社の安全衛生マニュアル、市に提

出した作業マニュアル等に基づき安全衛生管理を行い、業務を実施すること。 

   ア 厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」 

   イ 文部科学省「学校給食衛生管理基準」 

   ウ 市の指示（調理業務指示書等の文書による指示及び業務責任者に対する口頭による指示

を含む。） 

  ③ 受託者は、献立の内容や食材の納入の都合により、栄養教諭等が認めた場合を除き、食材

は原則として当日処理とすること。 

 

 ⒁ 協力事項 

  ① 食育推進の協力 

    地産地消、食育推進等について、市の方針に従い、給食受配校への食育活動等に積極的に

協力すること。 

また、各学校で行う食に関する指導への調理員の同行等について、児童生徒への教育面に

おいても協力すること。 

  ② 視察や学校訪問等の協力 

    学校等からの視察、試食会、給食センターからの学校訪問等について、必要に応じて業務

責任者、食品衛生責任者等の出席について協力すること。 

  ③ 実習生等の受入れの協力 

    実習生等の受入れについては、可能な範囲で協力すること。 

  ④ 立入検査等の協力 

    保健所、消防本部等の立入検査があった場合は、当該検査の立会い等に協力すること。 

また、施設見学、施設・設備、機器等の修繕、保守点検等への対応についても協力するこ

と。 

  ⑤ 会議の出席 

    市主催の会議等において、市から参加を求められた場合には、業務責任者等を出席させる

等の協力をすること。 

  ⑥ 各種調査資料等の協力 

    市が各種調査資料等を求めたときは、協力すること。 

⑦ 気象警報発令時等における休業等への協力 
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    気象警報発令又は警報の発令が予測され、各学校が臨時休業となった場合は、業務等の変

更について市に協力すること。 

⑧ 引継ぎの協力 

委託契約期間の満了等に伴い、受託者が交代する場合、次期受託者から受託業務の引継ぎ

の申出があった場合は、業務の支障のない範囲内で、確実に引継ぎを行えるよう協力するこ

と。 

 

 ⒂ 給食時間変更の対応 

   学校行事、不測の事態等のため給食時間に変更があった場合は、適切に対応すること。 

 

 ⒃ 業務従事者の採用及び地域振興に関する協力 

  ① 受託者は、現在、当給食センターの給食業務に従事している調理員及び配送員が本業務に

従事することを希望する場合には、優先的に採用するよう配慮するものとする。 

  ② 受託者は、業務上支障のない範囲内において、本市内の住民を優先的に採用するよう配慮

するものとする。 

  ③ 受託者は、当給食センターの給食業務に従事している調理員及び配送員で、給食センター

の給食調理・配送等業務を委託することにより、引き続き当給食センターにおいて調理員及

び配送員として従事できなくなった者を優先的に採用するよう配慮するものとする。 

  ④ 受託者が使用する事務用消耗品、調理業務に使用する消耗品等は、消耗品等の負担区分表

（添付資料 5）により負担するものとし、消耗品等の調達に当たっては、業務上支障のない

範囲内において、地元業者を優先するよう配慮するものとする。 

 

 ⒄ 調理等業務に関する協議 

   調理等業務に関する協議を市と定期的に実施すること。 

なお、その都度、協議内容の要録を市に提出すること。 

 

 ⒅ 事務室等 

  ① 受託者の業務従事者等が事務作業、食事・休憩等を行うため、市が指定した部屋の使用を

許可する。 

  ② 受託者は、事務作業を行うための事務用品（机、椅子、複写機、キャビネット、パソコン

（インターネット接続をする場合は、接続工事を含む。）等）、電話機・ファクスの設置（取

付け工事を含む。）等の必要な備品を備えること。 

また、食事・休憩等を行うための机、椅子、湯茶用具、ロッカー等の必要な備品等も備え

ること。ただし、その費用は受託者の負担とする。 

  ③ 事務室等として使用する部屋に発生する費用は、受託者の負担とする。ただし、電気代等

の施設に付随するものについては、この限りではないが、適正な使用に努めること。 

 

２ 実施体制 

 

 ⑴ 業務従事者等 

   受託者は、本業務委託が学校給食に関する業務であることを考慮し、次の業務責任者等を配

置すること。ただし、市は業務従事者等のうち、委託業務に従事させることが不適切と認めら
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れるものについては、業務従事者等の交代を受託者に求めることができる。 

  ① 業務責任者 

    受託業務全般の指揮及び統括を行うとともに、給食センターの職員、栄養教諭等との連絡

調整を行う業務責任者を 1 人配置すること。業務責任者は、管理栄養士、栄養士又は調理師

のいずれかの資格を取得後、1 日当たり 3,000 食以上の規模の学校給食共同調理施設で 3 年

以上の実務経験があり、かつドライ方式又はドライ運用方式での豊富な従事経験を有する者

で、権限を持つ常勤の正規従業員とする。 

    なお、業務責任者は、原則、特定の調理工程に携わらず、全体を指揮監督すること。 

  ② 業務副責任者 

    業務責任者に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代行する業務副責任者を 1 人以上

配置すること。業務副責任者は、栄養士又は調理師のいずれかの資格を取得後、1 日当たり

2,500 食以上の規模の学校給食共同調理施設で 2 年以上の実務経験を有する者で、権限を持

つ常勤の正規従業員とする。 

  ③ 食品衛生責任者 

    施設・設備の衛生管理、食品の衛生及び調理業務従事者等の衛生の日常管理等を行う食品

衛生責任者を 1人配置すること。食品衛生責任者は、栄養士又は調理師の資格を有する者で、

常勤の従業員とする。食品衛生責任者は、業務責任者又は業務副責任者と兼務することがで

きる。 

  ④ 調理業務従事者 

    調理業務に必要な人員を配置する。受託業務が学校給食業務であることを考慮し、調理師

等の専門の知識を有する者又は学校給食調理施設、大量調理施設での経験を有する者をでき

るだけ多く配置すること。 

   ※ 「大量調理施設」とは、同一メニューを 1 回 300 食以上又は 1 日 750 食以上を提供する

調理施設 

  ⑤ 配送業務責任者 

    給食受配校への食器・食缶の配送、回収等の配送業務全般を把握し、また、配送車の安全運

転を管理する配送業務責任者を 1人配置すること。 

    なお、配送業務責任者は、自動車運転経験を 5 年以上有し、かつ配送経験を有する者とす

る。 

  ⑥ 配送業務従事者 

    給食受配校への食器・食缶の配送及び回収、配送車の清掃、洗浄及び日常点検を行うものを

必要数配置することとし、配送経験を有する者をできるだけ多く配置すること。ただし、学校

敷地内における児童生徒の安全を確保するため、配送補助員を 1人以上添乗させること。 

  ⑦ ボイラー運転及び貯湯槽（第一種圧力容器）管理責任者 

    ボイラー及び貯湯槽（第一種圧力容器）設備の運転管理業務を行うため、ボイラー技士（二

級以上）の有資格者をボイラー運転及び貯湯槽（第一種圧力容器）管理責任者として配置する

こと。ボイラー運転及び貯湯槽（第一種圧力容器）管理責任者は、業務責任者、業務副責任者

又は危険物取扱責任者と兼務することができる。ただし、配送業務に従事する者等、常駐しな

い者は兼務することができない。 

  ⑧ 危険物取扱責任者 

    危険物（Ａ重油）を取り扱うため、危険物取扱実務経験が 6か月以上の危険物取扱者（乙種

4類以上）の有資格者を危険物取扱責任者として配置すること。危険物取扱責任者は、業務責
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任者、業務副責任者又はボイラー運転及び貯湯槽（第一種圧力容器）管理責任者と兼務するこ

とができる。ただし、配送業務に従事する者等、常駐しない者は兼務することができない。 

    また、危険物取扱責任者は、消防法に基づく選任要件を満たした「危険物保安監督者」を兼

務し、火災、漏洩等の事故が発生した場合、応急措置を講じるなど必要な業務に当たる。 

    なお、消防本部の立入検査があった場合は、当該検査に立ち会うこと。 

 

 ⑵ 業務従事者等の報告 

  ① 選任した業務責任者、業務副責任者、食品衛生責任者、配送業務責任者、ボイラー運転及び

貯湯槽（第一種圧力容器）管理責任者及び危険物取扱責任者については、業務委託を開始する

2週間前までに業務責任者等報告書（報告様式第 1号）により市に報告すること。 

  ② 調理業務従事者及び配送業務従事者については、業務委託を開始する 1 週間前までに業務

従事者報告書（報告様式第 2号）により市に報告すること。 

  ③ 業務従事者等は、退職した場合を除き、原則として 1年間は固定する。ただし、市に事前

に報告し、適当と認められた者は、この限りではない。 

  ④ 退職及び新規採用により変更する場合は、変更する 1 週間前までに業務従事者変更報告書

（報告様式第 3号）により市に報告すること。 

 

 ⑶ 臨時従事者の報告 

   緊急の業務従事者等の変更については、あらかじめ臨時従事者届書（報告様式第 4 号）によ

り市に提出し、その中から従事させること。 

 

 ⑷ 業務従事者等の教育・研修 

  ① 受託者は、円滑な調理業務の遂行のため、調理業務等の事前研修を実施するものとし、食材

料を含め、その費用は受託者の負担とする。 

    なお、事前研修の詳細については、市と協議するものとする。 

  ② 受託者は、施設の維持管理、調理、食品の取扱い、衛生管理等が円滑に行われるよう定期的

に研修を行い、業務従事者等の資質向上に努めるとともに、業務従事者等を新たに採用した

場合は、初任者研修を必ず実施すること。 

    なお、最初の調理開始までに、業務従事者等の研修等を完了しておくこと。 

  ③ 受託者は、市が必要と認めた場合には、市又は第三者が実施する研修等に業務従事者等を

参加させること。 

    なお、研修等にかかる費用は、受託者の負担とする。 

  ④ 受託者は、上記②③の研修を行った後は、研修実施報告書（報告様式第 5 号）を速やかに

市に提出すること。 

  ⑤ 業務従事者等に注意事項等を徹底させるため、朝礼等で業務確認を行うこと。 

 

３ 業務区分 

 

  本業務委託における市と受託者の業務区分は、業務区分表（添付資料 6）及び次のとおりとする。 

 ⑴ 市が行う業務範囲 

  ① 献立作成等 

    市は、献立を作成し、献立及び食数並びに食器、食缶、食器かご等の種別及び使用数につい
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て、次のとおり業務内容に応じて、それぞれの提示時期に受託者に提示する。 

種類 提示時期 

学校給食実施予定食数 
年度当初、当該月の前月 20日及び前週末（土日・

祝日の場合は、次の平日） 

学校給食献立予定表（月間） 前月 20日（土日・祝日の場合は、次の平日） 

各学校給食人員の変更 前週末 

調理業務指示書 前々週末（1週間ごと） 

調理業務変更指示書 当日まで 

  ② 給食実施食数等の指示 

    市は、当該年度、各月及び各週の予定食数について、年度当初、当該月の前月 20日（土

日・祝日の場合は、次の平日）及び前週末までに受託者に示す。最終確定給食実施数は、提

供日の前週末の午前までに示す。ただし、学級閉鎖、臨時休業、気象警報等によるやむを得

ない事情等により、前日又は当日において、給食実施数の変更又は給食の中止を指示する場

合がある。 

  ③ 食材の調達及び検収 

    市は、献立、食数に応じて食材を発注し、受託者とともに検収して、受託者に引き渡すも

のとする。 

  ④ 配送・回収等 

    市は、配送・回収計画等を作成し、次のとおり業務内容に応じて、それぞれの提示時期に

受託者に提示する。 

種類 提示時期 

配送・回収基本計画（学校給食予定日数・配送用コンテナ数） 年度当初 

月間配送・回収計画（月ごと配送・回収計画） 当該月の前月末 

配送・回収計画変更指示書 当日まで 

 

 ⑵ 受託者が実施する業務の範囲 

   受託者は、学校給食衛生管理基準（平成 21年文部科学省告示第 64号）、大量調理施設衛生

管理マニュアル（平成 9年 3月 24日付け衛食第 85号別添）により業務を実施する。 

   また、受託者は、市から提示された資料等の内容を遵守するとともに、指示（調理業務指示

書等の書面による指示及び業務責任者に対する口頭による指示を含む。）に従うこと。 

  ① 食材検収時の受取り、品温測定、格納業務 

    受託者は、検収責任者を定め、市による発注書に基づく食材の検収（数量、品質、日付確

認等）、品温を測定して、引渡しを受けるものとする。検収の記録は、給食日誌、検収表及

び検収保存記録（報告様式第 6号）に記入すること。検収後の物資については、衛生的な管

理を行い、適正な場所に格納すること。 

  ② 調理業務 

   ア 受託者は、市が提示する学校給食献立予定表、調理業務指示書等に基づき、作業工程表

（報告様式第 9号）及び作業動線図（報告様式第 10号）を作成し、市に提出の上、市が

提供する食材を使用して副食を調理すること。（給食の内容は、主食、副食及び牛乳であ

るが、主食及び牛乳は別業者へ外部発注し、発注先から直接学校に配送する。ただし、月

2回程度主食の調理が必要である。） 
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   イ 調理後、喫食までの時間は、配送・配膳時間も考慮しつつ、可能な限り短縮するよう努

めること。 

   ウ 調理業務には、アレルギー対応食（除去食）は含まない。アレルギー対応食は、必要な

体制づくり、対応マニュアルの作成と内容の周知徹底等、十分な準備が整った段階での実

施と考えていることから行わないこととする。 

   エ 調理した給食の検査は、配缶前に受託者の立会いのもと栄養教諭等が行うものとする。

なお、必要があるときは、市は随時検査を行うことができることとする。 

   オ 受託者は、配送前に 1人分の検食用の給食を準備すること。 

   カ 受託者は、調理事故又は調理過程で異物混入や不適当な食材を発見した場合、あるいは

異物混入の疑いがある場合は、直ちに市に異物混入等報告書（報告様式第 15号）を提出

し、市の指示に従い処理すること。 

     また、業務責任者は、市とともに事故発生後の対応に当たるとともに、徹底した原因究

明を行い、再発防止策を講じること。 

   キ 調理業務指示書等に記載のない事項の作業については、双方協議の上、行うものとす

る。 

   ク 業務終了後は、市に調理作業等完了報告書（添付書類を含む。）（報告様式第 13号）の

提出を行うこと。 

  ③ 原材料及び調理後の食品の保存食採取、記録・保管業務 

    受託者は、原材料及び調理後の食品に対して、保存食を採取し、定められた期間保管する

とともに、保存期間が満了したものは廃棄するものとし、廃棄に関しては「⑦ 残菜等の計

量・記録及び廃棄物の分別・集積業務」のウに準じて行うこと。 

なお、その状況は保存記録簿（報告様式第 14号）により記録するものとする。 

  ④ 配缶及び配送用コンテナへの積込み業務 

    調理した給食を学校別、学級別に供給量を計量配缶後、配送用コンテナに積込み、配送口

プラットホームまで運ぶこと。 

  ⑤ 配送・回収業務 

   ア 配送経路等は、配送業務計画（添付資料 4）をもとに、双方協議により取り決め、事前

に学校給食配送計画書（報告様式第 19号）を提出し、配送・回収業務を行うこと。 

     配送については、給食センターから指定された配送用コンテナを各給食受配校へ配送

し、各校指定の配膳室等への搬入を行う。回収については、各校指定の配膳室等から配送

用コンテナを配送車へ積載し、給食センターへ配送するものとする。配送及び回収の際、

「搬入・搬出記録簿」へ必要事項の記載を行うとともに、給食受配校の確認を取ることと

する。 

     また、食器・食缶等不足（給食の数物等の数量不足含む）が生じた場合は、責任をもっ

て再度、速やかに配送すること。 

     なお、道路工事等により、配送経路の変更が必要となった場合は、事前に市に報告する

こと。配送中において、交通事故、水害等による道路の冠水などの不測の事象により、余

儀なく配送経路の変更する場合は、配送業務従事者は業務責任者又は業務副責任者に連絡

し、他の配送経路により、交通ルールを遵守し、安全に配送すること。業務責任者等は、

配送業務従事者からの連絡の後、速やかに市に報告すること。 

   イ 調理後 2時間以内に児童生徒等が喫食できるように配送業務を行うこと。 

   ウ 配送中は交通規制等を遵守するとともに、配送用コンテナについては、荷崩れ防止を確
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実にし、事故防止等安全確認に万全を期すこと。特に学校敷地内、通学路等においては、

児童生徒、第三者等に最大限の注意を払うこと。 

     なお、学校敷地内では、原則としてクラクションを使用しないこと。ただし、緊急時は

除く。 

     また、給食センターは住宅地に近接し、また、狭隘道路が多数あるため、敷地内及び周

辺地域での配送等作業の際は、事故防止等安全確認に万全を期するとともに、騒音等の環

境対策を徹底すること。 

   エ 配送車は、毎日、安全点検整備を行い、運転日誌及び配送車日常点検表（報告様式第 20

号）に記録すること。 

また、配送車は、清掃、洗浄及び清潔にし、車庫についても、清潔を保つこと。 

     異常が発見された場合は、受託者の負担において、速やかに修繕又は予備車の手配等配

送業務に支障が出ないよう手配するとともに、その対応について速やかに市へ報告するこ

と。 

     なお、令和 9年度は、給食センターの車両を使用するが、受託者の責めに帰すべき事由

による修繕等については、受託者の負担（予備車の手配を含む。）とする。 

   オ 配送車は、給食配送・回収専用車両とし、使用しないときは、給食センター内の指定す

る場所に駐車しておくこと。 

   カ 配送車は、車検（自動車検査登録制度）を受けた車両で、自賠責保険（自動車損害賠償

責任保険）に加入し、その費用は受託者の負担とする。 

   キ 事故等については、受託者がその損害に対する賠償責任を負い、原則、自動車任意保険

により、補償するものとする。 

   ク 配送業務従事者は、給食センターと学校との連絡文書や給食関係用品等の配付も市の指

示により行うこと。 

  ⑥ 食器・食缶、調理器具、配送用コンテナ等の洗浄、消毒及び保管並びに点検業務 

    受託者は、給食受配校から返却された食器類、食器かご、食缶、配送用コンテナ等を洗浄

し、消毒及び保管すること。 

   ア 食器の入ったかごは積み重ねないこと。 

   イ 食器洗浄機の出口から出た食器については、汚れの取り残しの有無を確認すること。 

   ウ 食器類の目的外使用は一切禁止する。 

   エ 食器・食缶、各種調理設備・機器・器具等の洗浄に使用する洗浄剤等は、市が指定した

ものを使用し、人的・環境面で安全な規定濃度で使用して、適切に保管すること。 

   オ クレンザー、スチールたわしのほか、傷をつける恐れがある材質のたわし等で洗わない

こと。 

   カ 異常が発見された場合は、速やかに市に報告し、市の指示に従い処理すること。 

   キ 春季・夏季・秋季・冬季休業中においては、配送用コンテナ、食器・食缶、食器かご、

トレー、調理器具等の洗浄、消毒及び保管を行い、表示の書き換え等を行うこと。 

     また、食器等は、ATP検査、でんぷん残留等の衛生検査を行い、汚れの状況に応じて漂

白・磨きをすること。 

  ⑦ 残菜等の計量・記録及び廃棄物の分別・集積業務 

   ア 残菜等の搬出及び回収方法 

     受託者は、調理業務に伴うごみや残菜をそれぞれ次のとおり分別し、所定の場所に置く

こと。 
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ごみの種類 処理方法 

野菜くず・残菜・残飯 

〈調理時の残菜等〉 

下処理時に排出される生ごみを袋詰めにして、所定の

場所に置くこと。 

〈学校からの残菜等〉 

できるだけ水切りを行い、生ごみを袋詰めにして、所

定の場所に置くこと。 

ダンボール たたんで所定の場所に置くこと。 

空き缶・空き瓶 洗浄後、所定の場所に置くこと。 

その他のごみ 可燃ごみ、不燃ごみに分別し、所定の場所に置くこと。 

   イ 学校から返却された残菜は、できるだけ水切りを行い、生ごみを袋詰めにして、所定の

場所に置くこと。 

なお、教育指導上、残菜の状況を詳細に把握する必要があると判断した場合、当該期間

内において残菜記録表（料理別）（報告様式第 7号）に計量を指示することがある。 

   ウ 廃棄物（調理場等で生じた廃棄物及び給食受配校から返却された残菜等をいう。）の管

理は、次により行う。 

（ア）廃棄物の入ったビニール袋は、汚臭､汚液が漏れないように管理するとともに、作業

終了後は適切に清掃する。 

   なお、ビニール袋は、透明な袋を使用すること。 

（イ）廃棄物は、非汚染区域に持ち込まない。 

   （ウ）廃棄物は、できるだけ水切りを行い、ごみの減量化に努める。 

   （エ）廃棄物は、所定の場所に搬出し、調理場に放置しない。 

   （オ）廃棄物の置き場は、廃棄物の搬出後に清掃し、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう

管理する。 

  ⑧ 施設・設備、機器等の清掃・消毒及び日常点検業務 

    受託者は、給食センター敷地内・敷地周辺、施設・設備、備品、機器等の清掃、整理整頓

及び日常点検を行うこと。 

   ア 受託者は、作業終了後の前室、検収室、下処理室、調理室、洗浄室等の清掃及び整理整

頓を行い、衛生を保持すること。 

     また、玄関、玄関ポーチ、廊下、階段、休憩室（兼更衣室）、トイレ（外来トイレを含

む。）、洗濯乾燥室、会議室（兼食堂）等についても、毎日清掃して清潔に保つこととし、

トイレ等は毎日、拭き取り消毒を行うこと。 

     なお、ボイラー室については、月 1回程度清掃すること。 

   イ 調理業務に使用した設備、備品、機器・器具等は、その都度清掃及び洗浄すること。 

また、調理機器等は使用前、使用後の点検を実施し、機械器具等点検報告書（報告様式

第 8号）により報告すること。加えて、消毒保管が必要な調理器具等は、洗浄後に消毒保

管すること。 

     なお、刃については、食材ごと等の使用前、使用中、使用後に、刃こぼれ等の異常がな

いか点検し、記録する中心温度計については、週 1回精度の確認を行うこと。 

   ウ 調理業務に使用する設備、備品、機器・器具等の補充、修繕は、市が行うものとする。

ただし、日常管理上の必要な軽微な修繕については、受託者にて行うものとし、その費用
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については、受託者の負担とする。 

エ 調理場の床、排水桝等の清掃を毎日行うこと。 

   オ 春季・夏季・秋季・冬季休業中においては、日常できない敷地内・敷地周辺の除草、窓

ガラス、扇風機及び換気扇の清掃、空調設備・保存用冷凍庫等のフィルター清掃、施設・

設備、備品、機器・器具等の清掃・消毒及び点検を行い、衛生管理に努めること。 

     なお、敷地内・敷地周辺の除草については、市と実施時期を協議し、年 4回程度行うこ

と。 

  ⑨ 使用物品管理業務 

    調理機器等使用する物品については、善良なる管理者の注意義務をもってその管理に当た

ること。 

また、消耗品等については、在庫を管理し、不足のないようにすること。 

  ⑩ 衛生管理業務 

    学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュアル等に基づき、業務従事者等の健

康管理、食品管理、施設・設備等の管理を行うこと。 

   ア 受託者は、業務従事者等に対する労働安全衛生規則第 44条に基づく定期健康診断及び

新規採用者に対する労働安全衛生規則第 43条に基づく雇い入れ時の健康診断を実施し、

業務従事者報告書（報告様式第 2号）を市へ提出する際、定期健康診断結果報告書（報告

様式第 16号）及び作業従事前 2週間以内に実施した腸内細菌検査結果報告書（報告様式

第 17号）を提出すること。 

   イ 受託者は、業務従事者等の健康診断を定期的に行うほか、毎朝、業務従事者健康記録表

（報告様式第 18号）により、業務従事者等及び従事者と同居している家族の健康状態を

確認し、記録表を市へ提出のこと。 

なお、異常が認められた場合は、その状態により適切な処理を行うこと。 

また、新規採用者を業務に従事させる場合は、従事する日以前に健康診断及び検便検査

を行い、健康状態を確認した上で、必ず事前に調理業務への従事が可能であることを市へ

報告すること。加えて、常に調理業務従事者の健康状態に注意を払い、異常を認めた場合

には、遅滞なく当該従事者の健康診断を行うこと。 

   ウ 受託者は、業務従事者等が次のいずれかに該当するときは、速やかに市へ報告するとと

もに、場合によっては業務に従事させないこともある。 

（ア）業務従事者等本人又は従事者と同居する家族に、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状が

ある場合 

（イ）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第 114号)

第 6条に規定する一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症の患者、擬似症患者（急

性灰白髄炎、ジフテリア及び腸管出血性大腸菌感染症を除く。）又は無症状病原体保有

者である場合 

   （ウ）手指に化膿性疾患がある場合 

   エ 受託者は、業務従事者等の手指に傷や手荒れがある場合には、必ず手袋を着用させると

ともに、和え物等の調理・配食作業への従事は控えさせるものとする。 

   オ 受託者は、手指に化膿性疾患がある業務従事者等について、速やかに専門医を受診さ

せ、その指示に従わせることとする。 

   カ 検便は、全員を対象として赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌群等に係る検査を

月 2回（1回目は当該月初旬、2回目は 1回目と 15日程度の間隔をあけて実施）以上実施
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するとともに、新規採用の従事者を業務に従事させる場合は、従事する日の直前 2週間以

内に実施すること。 

なお、保菌者が出た場合は、ベロ毒素等の有無等について、追跡調査し、その結果を報

告すること。 

   キ 受託者は、ノロウイルスによる食中毒発生の流行期である 10月から 3月にかけて、業

務従事者等に検査を月 1回実施すること。ただし、市が必要と判断した場合は、追加の検

査を実施するとともに、場合に応じてノロウイルス高感度検査を実施し、その結果を市に

報告すること。 

   ク 調理衣は清潔にし、持ち帰らずに必ず給食センターにおいて洗濯を行うこと。その場

合、その他のものと一緒に洗濯を行わないこと。 

     なお、給食センター職員の調理衣も洗濯すること。 

   ケ 健康診断、腸内細菌検査等の費用については、受注者の負担とする。 

  ⑪ ボイラー運転及び貯湯槽（第一種圧力容器）管理業務 

   ア ボイラー運転及び貯湯槽（第一種圧力容器）管理責任者は給食センターに常駐し、ボイ

ラー及び貯湯槽（第一種圧力容器）設備の運転管理業務を行うとともに、日常点検を行

い、故障の予防及び性能の維持に努め、月 1回自主点検を行った上、記録し、市に報告す

ること。 

また、異常が発見された場合、速やかに市に報告し、直ちに必要な措置を講じること。 

なお、当該業務について、あらかじめ書面をもって市の承諾を得た場合に限り、再委託

することができる。この場合において、受託者は、ボイラー技士（二級以上）の有資格者

を常駐させ、この契約により受託者が負う業務を再委託先に対しても遵守させるものとす

る。 

  ⑫ 危険物取扱・管理業務 

   ア 危険物取扱責任者は給食センターに常駐し、危険物（Ａ重油）の屋外タンク貯蔵所につ

いて、タンク本体の亀裂・損傷・腐食の有無、防油堤の亀裂・損傷の有無等の日常点検を

行い、また、自主点検を年 2回実施の上、点検記録表を市に提出すること。 

また、防油堤内の水抜き、必要に応じて、清掃も行うこと。 

イ Ａ重油の残量を管理し、不足が見込まれる場合等は、市に発注を依頼すること。 

  ⑬ その他 

   ア 業務従事者の控え室は、市が指定した場所とする。 

   イ 業務従事者等の調理衣・調理用靴等の洗濯は、施設内の洗濯乾燥室等を使用すること。 

   ウ 長期休業期間における作業内容等については、事前に市と協議すること。 

     また、長期休業期間における清掃作業等計画書（報告様式 21号）により市に報告し、

実施後は、実施報告書を提出すること。 

   エ 使用水に関しては、毎日、調理前、調理中及び調理後に遊離残留塩素濃度が 0.1mg/ℓ以

上であること及び外観、臭気、味等について水質検査を行い、学校給食日常点検表（報告

様式 12号）に記録して、市に報告すること。ただし、調理前の水質検査に際しては、5分

以上流水してから実施すること。 

   オ 降雪した場合には、食材の搬入、給食の配送に支障がないよう敷地内の除雪を適宜行う

こと。 

   カ 受託者は、給食センター職員駐車場を使用できるものとする。使用に当たっては、羽島

市職員駐車場使用規程に基づき、使用する台数に応じた駐車場使用料を市に納めること。
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（参考：令和 8年度月額 3,000円/台) 

また、駐車場内の事故に関しては、市は責任を負わない。 

なお、駐車場が不足する場合は、受託者で確保すること。 

   キ 給食センター施設内及び敷地内は、禁煙とする。 

 

４ 届け出・報告等 

 

 ⑴ 営業許可 

   受託者は、食品衛生法第 52条の規定による営業許可等の必要な許認可を取得し、業務開始 2

週間前までに市に写しを提出すること。 

 

 ⑵ 業務報告書 

   受託者は、本仕様書に基づいた書類を、市の指定する日までに提出すること。 

また、業務終了時には関係書類を作成し、市に提出すること。報告様式は、市の指定するも

の以外、任意の報告書で可とする。 

   なお、個人情報を含むものは業務従事者等の承諾を得ること。 

報告書の種類 提出期限 報告様式 

業務責任者等報告書 業務委託開始 2週間前 報告様式第 1号 

業務従事者報告書 業務委託開始 1週間前   〃 第 2号 

業務従事者変更報告書 変更する 1週間前   〃 第 3号 

臨時従事者届書 業務前日までに   〃 第 4号 

研修実施報告書 実施後速やかに   〃 第 5号 

検収保存記録 毎日業務終了後   〃 第 6号 

残菜記録表（料理別） 指示のあった日   〃 第 7号 

機械器具等点検報告書 毎日業務終了後   〃 第 8号 

作業工程表 作業日の 5日前   〃 第 9号 

作業動線図 作業日の 5日前   〃 第 10号 

温度等管理表 毎日業務終了後 
  〃 第 11-1

号～11-5号 

学校給食日常点検表 毎日業務終了後   〃 第 12号 

調理作業等完了報告書 毎日業務終了後   〃 第 13号 

保存記録簿 当該月業務終了後   〃 第 14号 

異物混入等報告書 発生後、直ちに   〃 第 15号 

定期健康診断結果報告書 検査結果が出た後、直ちに   〃 第 16号 

腸内細菌検査結果報告書 検査結果が出た後、直ちに   〃 第 17号 

業務従事者健康記録表 毎日業務開始前   〃 第 18号 

学校給食配送計画書 作業の前日   〃 第 19号 

運転日誌及び配送車日常点検表 毎日業務終了後   〃 第 20号 

長期休業期間における清掃作業等計画書 長期休業期間の 5日前   〃 第 21号 

委託業務完了報告書(月ごと) 当該月業務終了後、速やかに   〃 第 22号 

※ 報告書等は、必要に応じて追加、変更する場合がある。 
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５ 費用の負担区分 

 

  費用の負担区分は、費用負担区分表（添付資料 7）及び次のとおりとする。 

 ⑴ 市が負担する費用 

   調理業務等に要する費用のうち、光熱水費、燃料費（配送車分を除く。ただし、令和 9年度

の配送車の燃料については、市の負担とする。）、施設の維持管理に要する費用 

 

 ⑵ 受託者が負担する費用 

  ① 受託者の被服費、被服等の清潔保持に要する費用、業務従事者等の衛生管理等に関する研

修費、腸内細菌検査及び健康診断料等。 

  ② 受託者が使用する事務用消耗品、調理業務等に使用する消耗品、清掃用品、通信費等。 

  ③ 給食センター職員駐車場の駐車場使用料。 

  ④ 配食を受ける児童生徒と同じ目線に立って給食調理業務を行うため、調理実施日は、業務

従事者等に給食センターで調理した給食を喫食することを認める。その場合の経費は、受託

者が実費を負担するものとする。（参考：令和 8年度学校給食費 374円/食) 

  ⑤ 準備期間中に発生する各種費用。（光熱水費を除く。） 

  ⑥ 市と共有して使用するものや負担区分が明確でないものは、双方協議の上、応分の負担を

するものとする。 

 

６ 災害時の対応 

 

 ⑴ 業務従事者等は、火災、その他の災害発生を発見したとき、その危険性があると知ったとき

は、直ちに市に報告すること。 

また、市の指示に基づいて、その被害を最小限に止める措置を行うこと。 

 

 ⑵ 大規模災害が発生し、当給食センターにおいて炊き出しが必要となった場合、近隣避難場所

において配送が必要となった場合等は、市と連携して協力すること。 

 

７ 損害賠償等に関すること 

 

 ⑴ 損害賠償責任 

  ① 受託者は、業務委託の実施に当たり、食中毒や事故等の発生時の対応として、委託業務に

ついて製造物責任法（平成 6年法律第 85号）に基づく損害賠償義務を補填する生産物賠償

責任保険（1事故につき 1人当たり 1億円以上）に加入すること。 

  また、損害を受けた他人、他人の財物を補償するため施設賠償責任保険（1事故につき 1

人当たり 1億円以上）に加入すること。 

  なお、受託者は、加入した保険証書の写しを市に提出すること。 

  ② 次に掲げる事項に該当し、その結果、市に損害を与えたときは、受託者は、市に損害賠償

しなければならない 

   ア 故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質を学校給食に混

入したとき。 
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   イ 故意又は過失により、原材料等を損失したとき。 

   ウ 故意又は過失により、施設・設備及び備品を損壊、紛失又は遺棄したとき。 

  ③ 受託者は、給食配送に関する業務中の事故について、第三者が被った損害賠償に十分応じ

ることができるよう対人及び対物については、無制限補償の自動車任意保険に加入し、その

保険証書の写しを市に提出すること。 

 

 ⑵ 履行保証人の確保 

  ① 受託者の責めに帰すべき事由により、債務不履行又はその懸念が生じた場合には、市は受

託者に対して改善勧告を行い、速やかに改善策の提出及びその実施を求めることができるも

のとする。受託者が、市の指定する期間内に十分な業務の改善を行わなかったときは、市は

契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を請求することができるものとする。 

  ② 受託者は、業務継続が困難となった場合のため、次の要件を満たす履行保証人を 1者定め

ること。 

   ア 法人格を有すること。 

   イ 給食調理業務等において調理実績を有し、現在も継続して実施していること。 

   ウ 製造物責任法（平成 6年法律第 85号）に基づく損害賠償義務を補填する生産物賠償責

任保険（1事故につき 1人当たり 1億円以上）に加入していること。 

  ③ 履行保証人は、市が受託事業者の責めにより、事業の継続が困難であると判断した場合

は、速やかに業務を引き継ぐものとする。この場合における委託料は、当該年度委託料総額

からすでに受託者に対して支払った費用及び事業中断により、市が被った損害のうち受託者

から賠償を受けていない額を減じた額とする。 

  ④ 履行保証人による業務実施期間は、契約残期間とする。 

  ⑤ 受託者は、履行保証人との履行保証に関する契約書等の写しを市に提出すること。 

 

８ 事前準備・事前研修等の実施 

 

  ① 施設の設備等について、厨房機器メーカーの指導のもと、調理業務開始前日までに操作方

法の習得、習熟に努めること。 

  ② 調理業務開始前日までに、使用する設備、機器・器具、食器・食缶、配送車等を全て洗浄

し、清掃を行うこと。 

  ③ 調理業務開始前日までに、配送用コンテナ及び配送車を使用した実際の配送業務を試験運

転として実施すること。 

  ④ 給食業務開始前日までに、給食調理の調理演習を 3回程度実施するものとする。 

なお、演習日、調理内容、食材料等については、受託者と市とで協議し、食材料の費用

は、受託者の負担とする。 

⑤ 事前研修等に係る各種費用（食材料費を含む。）については、受託者の負担とする。 

⑥ 受託者は、試験運転、調理演習等の結果について市に報告を行い、業務遂行における課題

等について市と共有するとともに、業務が円滑に行えるよう改善点等についても報告する

こと。 

⑦ 受託者は、準備期間中の市との打ち合わせに出席すること。その際、必要に応じて業務責

任者、業務副責任者等を出席させること。 
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９ マニュアルの整備 

 

 ⑴ 作業マニュアルの整備 

  ① 本施設に対応した委託業務の作業マニュアルを次の業務区分ごとに作成し、委託業務の開

始日までに市に提出して、承認を得ること。 

   ア 食材の下処理業務 

   イ 食材検収業務 

   ウ 調理業務 

   エ 配缶業務（コンテナ及び配送車両への積み込み業務を含む） 

   オ 配送・回収業務 

   カ 食器等の洗浄業務（消毒・保管業務等を含む） 

   キ 施設の運用及び設備、機器等の取扱いに係る業務 

   ク 危機対応時(すべての業務を通して、事故、自然災害等を想定し、対応を定めること) 

  ② マニュアルの作成に当たっては、学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュア

ル等、各関係法令等を遵守して作成するものとする。 

  ③ 定められたマニュアル等は、必要なときに適正に使用できるように、すべての業務従事者

等に周知しておくものとする。 

また、必要に応じて随時見直しを行い、市に報告するものとする。 

 

10 委託料等 

 

 ⑴ 履行の確認等 

   受託者は、毎月分の委託業務完了報告書（報告様式第 22号）を当該月終了後、速やかに市

に提出するものとする。ただし、3月分の委託業務完了報告書（月ごと）の提出期限は、前記

４の⑵業務報告書の記載に関わらず、同月末日までに提出するものとする。 

   市は、委託業務完了報告書を受領したときは、業務が本業務委託契約等により適切に履行さ

れていることを確認し、受託者は、市から委託業務の完了を確認した旨の通知を受けたとき

は、当該月分の委託料を市に請求できるものとする。 

 

 ⑵ 委託料の支払い 

   市が受託者に支払う各月の委託料の額は、各年度委託契約金額をその年度の契約月数で除し

た額（ただし、端数が生じた場合は、各年度の 3月分で調整する。）とする。 

   なお、市は、所定の当該支払請求書を受理した日から起算して、30日以内に委託料を支払う

ものとする。 

 

 ⑶ 契約の変更 

   感染症の流行等により、長期間にわたり学校が休業となった場合等は、必要に応じて市と受

託者が協議の上、契約を変更することができる。 

 

 ⑷ 消費税及び地方消費税 

   この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法（昭和 63年法律 108号）の規定による
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消費税及び地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による地方消費税の額に変動が生じた

場合、市はこの契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。 

 

11 リスク管理区分 

 

  市と受託者の主なリスク管理区分は、次のとおりとする。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 受託者 

事業の中止・延期 
市の指示によるもの 〇  

受託者の事業放棄・破綻  〇 

不可抗力による中止 大規模な天災等による事業中止 〇  

許認可等 事業の実施に必要な許認可取得等の遅延等  〇 

計画変更 
市の指示による変更 〇  

受託者の要求による変更  〇 

運営経費 計画変更以外の要因による運営経費の増大  〇 

施設損傷 
受託者の責めに帰すべき事由による場合  〇 

上記以外 〇  

事業の実施水準 仕様書で定める水準に不適合の場合  〇 

調理事故・異物混入 
受託者の責に帰すべき事由による場合  〇 

上記以外 〇  

 

12 その他 

 

 ⑴ 本仕様書は、業務の大要を示すもので、本仕様書に定めのない事項であっても、受託者は、

本仕様書に付随する業務は、誠意をもって遂行すること。 

なお、本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様書に記載のない事項については、必要

に応じて市と受託者が協議の上、決定するものとする。 

 

 ⑵ 市は、受託者が提供するサービスについて、定期又は随時に評価を行うことができる。その

結果、業務委託契約書及び仕様書で定められた内容を充足していないことが判明した場合は、

委託料の減額等を行うことができるものとする。 

 

 ⑶ 受託者及び業務従事者等は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。この契約

解除後及び期間満了後においても同様とする。 

 

 ⑷ 本仕様書の内容は、必要に応じて変更・追加する場合がある。 

 

 ⑸ 前記「２ 実施体制⑷ 業務従事者等の教育・研修②の定期的な研修」は、毎月 1回以上行

うこととする。 

 

 ⑹ 受託者は、余裕のある業務従事者等の配置を行うとともに、緊急を要する場合には増員を行
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い、突発的な事故や欠員等に対応することとする。 

 

 ⑺ 受託者は、食中毒等の事故により調理業務等を実施することができない場合は、市の指示に

従い、代替食等で対応することとする。この場合の代替食等の費用については、帰責事由に応

じて、負担することとする。 

 

 ⑻ 実施条件（調理食数と基本給食実施日数）と実際の調理数が著しく異なった場合は、市と受

託者が協議の上、委託料の額を変更することがある。 

 

 ⑼ 市が業務委託する他事業者との連携に努め、円滑な事業運営に努めること。 

 


